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少子高齢化が急速に進む我が国において、次世代の子どもたちが健やかに生まれ、

育成されていく環境を社会全体として支援する取組が求められ、平成 15 年に「次世

代育成支援対策推進法」が成立しました。その取組の一つとして、国や地方公共団体

の機関を「特定事業主」として、その職員が仕事と子育ての両立を図ることができる

よう「特定事業主行動計画」の策定を義務付けられました。 

さらに、平成 27 年には女性の職業生活における活躍を推進し豊かで活力ある社会

の実現を図るために、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立し、

こちらも同様に「特定事業主行動計画」を策定することが義務付けられました。 

こうした中、本組合においても次世代育成支援対策推進法第 19 条に基づく特定事

業主行動計画及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第 19 条に基づく

特定事業主行動計画を一体的に包括した中濃地域広域行政事務組合特定事業主行動

計画を策定し、職員全員が子育てを皆で支えあう環境整備や女性職員が活躍できる職

場環境づくりに取り組んできました。 

令和３年４月に策定した前計画の計画期間が終了することに伴い、これまでの取組

の成果と課題を検証し、新たな目標を設定し取り組んでいきます。 

すべての職員の仕事と子育ての両立及び女性職員の活躍を目的とし、あわせてワー

クライフバランスの実現を目指して計画的かつ着実に推進するためにこの計画を策

定します。 

 

 

 

（１） 計画期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間としますが、情勢の

変化や取組の効果、評価を踏まえ、柔軟に見直しを行います。 

 

（２） 計画の実施状況の把握と公表 

各年度の実施状況については、翌年度に把握し公表します。 

また、把握した結果を踏まえて、ワークライフバランスや女性職員の活躍の推

進に資するよう、分析や評価、推進にあたっての課題の整理を行います。 

１. はじめに 

２. 計画の期間等 



 

（１）男性職員の子育て目的の休暇等の促進 

【 数値目標：配偶者出産休暇及び育児参加休暇５日間以上の休暇取得率１００％ 】 

年度 

制度が利用

可能な男性

職員数 

配偶者出産特

別休暇取得率

（２日） 

育児参加の特

別休暇取得率

（５日） 

５日以上取得率 
育児休業

取得者数 

育児休業

取得率 

R2 1人 100％ 100％ 100％ 0人 0％ 

R3 2人 25％ 100％ 100％ 0人 0％ 

R4 0人 - - - 0人 0％ 

R5 2人 75％ 100％ 100％ 1人 50％ 

R6 0人 - - - 0人 0％ 

 

 

（２）年次休暇の取得の推進 

【 数値目標：年次休暇の平均取得日数１０日以上 】 

年 

一般事務職 技能労務職 
平均取得日数 

男性 女性 男性 女性 

R2 7.4日 1日 13.6日 - 9.6日 

R3 7.8日 9日 14.2日 - 10.8日 

R4 10.8日 10日 16.2日 - 13.2日 

R5 15.8日 16日 18.2日 - 16.9日 

R6 15.2日 15日 16.4日 - 15.7日 

 

 

 

 

 

３. これまでの数値目標及び実績 



 

仕事と子育ての両立及び女性職員の活躍の実現を目指して、次のとおり目標を設定

します。 

内  容 数値目標 

男性職員の育児休業取得率 １００％ 

男性職員の配偶者出産休暇・育児参加休暇の取得率 １００％ 

年次有給休暇平均取得日数 １５日／年 

 

 

 

 

（１）出産・育児、子育てに関する職場環境の整備 

出産・育児、子育てを迎える職員に対して、様々な情報を提供し制度的・経済的

不安を軽減するなど、仕事と家庭生活が両立できるような勤務環境の整備に努め

ます。 

 

① 出産や育児に関する各種制度等の情報を発信し周知に努めます。  

② 母性保護及び母性健康管理に関する諸制度について十分に周知し、必要な職

員への利用促進を図ります。  

③ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮するとともに、必要に応じて時間外勤務の

制限や業務分担の見直しなど負担軽減に努めます。  

④ 特に新たに子が誕生する男性職員に対して、面談を実施し、部署内で情報を

共有のうえ、育児休業や子育てのための休暇を取得できるよう配慮します。  

⑤ 妊娠を申し出た職員や育児休業中の職員に、その期間中の職務状況の情報共

有や経済的支援の諸制度、復帰後の特別休暇等の制度などを周知します。  

 

 

４. 数値目標 

５. 具体的な取組内容 



（２）年次有給休暇の取得の促進 

子育て中の職員だけでなく、すべての職員の休暇取得に対する意識改革を図る

とともに、休暇取得しやすい職場の雰囲気づくりに努めます。 

 

① 職員会議等の場において、定期的に休暇の取得促進を徹底させ、職場の意識

改革を図ります。 

② 職員が気兼ねなく、安心して年次有給休暇を取得できるよう、事務処理にお

いて相互応援ができる体制づくりに努めます。 

③ 休日と組み合わせて年次休暇を取得するなど、連続休暇の取得促進を図りま

す。 

 

（３）ワークライフバランスの実現に向けた取組 

職員が自らの仕事にやりがいや誇りを持ち、能力を十分に発揮していきいきと

働くことができるようワークライフバランスの実現を目指した取組を推進してい

きます。 

 

① 朝方や夕時における子どもの送迎や自己啓発活動、親の介護に係る医療機関

受診時における送迎等、時差出勤制度の利用を推進します。 

② 介護休暇や看護休暇等を取得しやすい職場環境やサポート体制づくりに努め

ます。 

③ 子育てに関する多様なニーズや価値観に対応できる職場環境について検討を

重ねていきます。 

④ 年次有給休暇の取得の推進等の取組により、仕事をしながら個人の時間を持

ち、健康で豊かな生活ができる姿を目指します。 

 

 

 

この計画を実施することにより、一人ひとりがみんなで支え合う子育ての重要性

を再認識し、また女性職員を含むすべての職員の個性や能力を十分に発揮して活躍

できる職場環境が醸成され、多様化する市民ニーズや変化する社会情勢に対応でき

る豊かで活力あふれる組織体制へと変革し、ワークライフバランスの実現につなが

ることを期待するものです。 

６. おわりに 
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